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桜花学園大学における公的研究費等の運営・管理体制

【最高管理責任者(学長)】・・機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者

■　役割　■

不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために強い決意の表明のもとに必要な措置を講じる。
また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダー
シップを発揮しなければならない。

【統括管理責任者（事務局長）】・・最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を
　　　　　　　　　　　　　　 統括する実質的な責任と権限を持つ者

■　役割　■

不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、
実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告し機関全体の不正防止対策をプロデュースする。

【コンプライアンス推進責任者（事務局長）】・・機関内の各部局等における競争的資金等の運営・管理について
　　　　　　　　　　　　　　 実質的な責任と権限を持つ者

■　役割　■

1）自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に
報告する。

2）不正防止を図るため、部局等内の競争的資金等の運営・管理に係る全ての構成員に対し、コンプライアンス教育や啓発活動
　 等を計画実施し、受講や理解の状況を管理監督し不正を防止する風土形成に取組む。
3）自己の管理監督又は指導する部局において、構成員が、適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリン

グし、必要に応じて改善を指導する。
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名古屋短期大学における公的研究費等の運営・管理体制
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名古屋短期大学における公的研究費等の運営・管理体制

【最高管理責任者(学長)】・・機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者

■　役割　■

不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために強い決意の表明のもとに必要な措置を講じる。
また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダー
シップを発揮しなければならない。

【統括管理責任者（事務局長）】・・最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を
　　　　　　　　　　　　　　 統括する実質的な責任と権限を持つ者

■　役割　■

不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、
実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告し機関全体の不正防止対策をプロデュースする。

【コンプライアンス推進責任者（事務局長）】・・機関内の各部局等における競争的資金等の運営・管理について
　　　　　　　　　　　　　　 実質的な責任と権限を持つ者

■　役割　■

1）自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に
報告する。

2）不正防止を図るため、部局等内の競争的資金等の運営・管理に係る全ての構成員に対し、コンプライアンス教育や啓発活動
　 等を計画実施し、受講や理解の状況を管理監督し不正を防止する風土形成に取組む。
3）自己の管理監督又は指導する部局において、構成員が、適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリン

グし、必要に応じて改善を指導する。

 2021年4月1日版(未調整)


